
                                                      参考１ 

 

「第３次八尾市人権教育・啓発プラン」（改定素案）についての 
市民意見提出制度（パブリックコメント）の実施結果と市の考え方について 

 

「第３次八尾市人権教育・啓発プラン」を策定するにあたり、八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例第１２条の規定に基づき、

素案を公表し、市民意見提出制度（パブリックコメント）を実施いたしましたので、その結果と提出された市民意見に対する市の考え

方を公表します。 

ご提出いただいたご意見等は、趣旨を損なわないように要約するとともに、同じ趣旨の意見については、まとめて回答します。 

 

 （１）意見募集期間 

2025（令和７）年 12月 22日（月）～2026（令和８）年１月 21日（水） 

 

 （２）総件数、重複を除く意見数、修正あり、修正なしの件数 

  

 

 

 

    

 

         

 

         

①総件数 ②重複を除く意見数 ②のうち修正あり ②のうち修正なし 
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